
 

 

申請方法 以下の書類を、富山市保健所保健予防課または最寄りの市内各保健福祉センターへ 

すみやかに提出してください。 

提出物 

１ 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書（新規・再認定・変更※） 申請者が記入 
※自己負担上限額および指定自立支援医療機関の変更の申請をする場合。それ以外の受診者・保護者・ 

被保険者証・障害者手帳等の変更については、自立支援医療受給者証等記載事項変更届。 

 

２ 自立支援医療（育成医療）意見書             主治医が記入 
 

３ 「健康保険被保険者証」の写し 
    ○受診者の被保険者証が国民健康保険または国民健康保険組合の場合 

     加入者全員の「健康保険被保険者証」の写し 

    ○受診者の被保険者証が被用者（会社）保険の場合 

     受診者の「健康保険被保険者証」の写し 

（ただし、その証に被保険者(扶養者)名が記載されていない場合は、被保険者の「健康保険被保険者証」の写しも必要）  

 

４ 保護者の障害年金等の受給状況がわかる資料 
※保護者とは健康保険の加入状況にかかわらず、基本的に親権者である父母です。 

※受診者が属する「世帯」が市民税を課税している場合は不要です。 

    ○保護者が次の収入を得ている場合は年金証書や振込通知書の写し 

障害年金・老齢年金・遺族年金・寡婦年金・特別障害給付金・障害を事由に支給され

る労災による年金・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福

祉手当 

    ○受診者が生活保護受給世帯に属する場合 

     「生活保護受給証明」 

 

※ 「自立支援医療費（育成医療）支給認定申請書」の市民税課税情報と住民票情報に関する

調 査に『同意します』を選ばれた方は、以下の書類の提出は不要です。 

  なお、当方の調査で市民税課税状況が確認できない場合、書類を提出していただくことに

 なります。その場合は、追ってご連絡しますので、提出をお願いします。 

●世帯全員の住民票  ●市民税課税状況が確認できるもの 
                ・受診者の被保険者証が国民健康保険の場合 

                 被保険者全員の「所得・課税証明」又は「非課税証明」 

                ・受診者の被保険者証が被用者（会社）保険の場合 

                 受診者の加入する健康保険の扶養者の｢所得・課税証明｣又

は｢非課税証明｣ 

※申請される際は、窓口に来所される方の『個人番号カード』、『運転免許証』、『パスポート』

等の身分証明書をご持参ください。 

※郵送で申請される場合は、追加して同封していただく書類がありますので、保健所保健予防課 

（電話０７６－４２８－１１５２）へお問合せください。 

「世帯」とは、受診者が加入している

医療保険が健康保険や共済組合の場合

は扶養・被扶養の関係にある方全員、

国民健康保険の場合には一緒に国民健

康保険に加入している方全員です。 

自立支援医療費(育成医療)の申請について 



◆申請書記入（提出）上の注意点 
（申請書を参照しながらご覧ください） 

 
１「負担額に関する事項」の「該当する所得区分」欄の記入について 

富山市では、支給認定に必要な税情報や住民記録情報を申請者の同意のもと、内部的に調

査することで、添付書類の軽減に努めています。ただし、その結果申請者において所得状況

が確認困難となり、「該当する所得区分」欄の記入ができない場合が出てくると思います。

わからない欄については、無理に記入せず、窓口に提出する際お問い合わせのうえ申請され

るようお願いします。 

 

２「負担額に関する事項」の「重度かつ継続」欄の記入について 
「重度かつ継続」欄の該当に○がつく方は、次のどちらかに該当する方です。 

（１）腎臓機能、小腸機能、肝臓機能（肝臓移植後の抗免疫療法に限る）、心臓機能（心臓

移植後の抗免疫療法に限る）、免疫機能のいずれかに障害がある場合 

（２）申請時点の過去１年間に、医療保険において同一世帯で高額療養費の支給を受けた回

数が４回以上ある場合 

※（１）の該当については、主治医が記入する「自立支援医療（育成医療）意見書」によっ

て通常確認できますが、（２）の該当については、その旨が確認できる書類を提出してくだ

さい。 

 

３申請前の確認について 
まずは、下記についてご確認ください。 

一定所得以上（市民税額の所得割額が２３万５千円以上）の世帯の方は、原則として対象

外となりますが、次に該当する場合などは公費負担の対象となりますので、申請前に富山市

保健所又は各保健福祉センターに確認されることをお勧めします。 

（１）一定の障害（腎臓機能障害・小腸機能障害・肝臓機能障害（肝臓移植後の抗免疫療法

に限る）･心臓機能障害（心臓移植後の抗免疫療法に限る）･免疫機能障害）に該当する

場合 

（２）申請時点の過去１年間において、医療保険において同一世帯で高額療養費の支給を受

けた回数が４回以上ある場合 

なお、事前説明を受ける場合は、運転免許証や健康保険被保険者証等本人確認できるもの

を持参してください。 

 

  注意：継続して申請する場合（再認定の場合）であっても、上記（１）（２）の「重度かつ継
続」に該当せず一定所得以上の場合は、対象外になります。 

 

お問い合わせ先 

富山市保健所保健予防課 

中央保健福祉センター 

北保健福祉センター 

大沢野保健福祉センター 

大山保健福祉センター 

八尾保健福祉センター 

西保健福祉センター 

〒939-8588 富山市蜷川４５９－１ 

〒930-0065 富山市星井町二丁目７－３０ 

〒931-8353 富山市岩瀬文化町２３－２ 

〒939-2293 富山市高内３６５ 

〒930-1392 富山市上滝５６７ 

〒939-2376 富山市八尾町福島２００ 

〒939-2603 富山市婦中町羽根１１０５－７ 

ＴＥＬ：０７６－４２８－１１５２ 

ＴＥＬ：０７６－４２２－１１７２ 

ＴＥＬ：０７６－４２６－００５０ 

ＴＥＬ：０７６－４６７－５８１２ 

ＴＥＬ：０７６－４８３－１７２７ 

ＴＥＬ：０７６－４５５－２４７４ 

ＴＥＬ：０７６－４６９－０７７０ 


